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厚生労働省老健局老人保健課、 

介護保険計画課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各介護保険関係団体      御 中 

← 厚生労働省老健局老人保健課、介護保険計画課 

今回の内容 

令和７年８月からの 

室料相当額控除の適用について 
計３枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3983、3948、3949) 

F A X  : 03-3595-4010 

 

 

【別紙１】



事 務 連 絡 

令和７年６月 20日 

 

各       介護保険担当主管部（局）  御中 

 

 

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

介護保険計画課 

 

 

令和７年８月からの室料相当額控除の適用について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

令和６年度介護報酬改定における議論に基づき、令和７年８月１日より、指定

居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

（令和６年厚生労働省告示第 86 号）の一部が施行され、介護老人保健施設及び

介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることにな

ります。また、室料相当額控除が適用される方については、特定入所者介護（予

防）サービス費（補足給付）における居住費の基準費用額が引き上がります。 

対象となる施設は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日

常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式の提出が

必要となりますので、各自治体におかれましては、内容を御了知の上、管内の介

護サービス事業者が、各自治体の定める提出期限までに遺漏なく対応できるよ

うにご協力いただきますようお願いします。 

なお、室料相当額控除や居住費の基準費用額の引上げについて、介護サービス

事業者及び利用者の方々に御理解いただくことを目的とした参考資料を添付し

ますので、各自治体におかれましては、これらも活用しつつ、管内の介護サービ

ス事業者へ積極的に周知いただくようお願いします。 

 

都道府県 

市 町 村 



概要
○ 令和７年８月より、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、
新たに室料負担（月額８千円相当）を導入する。

算定要件等
○対象サービス
（介護予防）短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院

○対象者
以下の①及び②のいずれにも該当する者であること。
① 以下のいずれかに該当する施設に入所している者であること。
・「その他型」及び「療養型」（※）の介護老人保健施設の多床室
※ 算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度（令和７年８月から令和９年７月までは令和６年度の実績）において、
「その他型」又は「療養型」として算定した月が７か月以上であること。

・「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
② 入所している療養室における一人当たりの床面積が８㎡以上である者であること。

○単位数
対象者について、室料相当額控除として▲26単位/日
（該当する施設の多床室の利用者における基準費用額（居住費）について＋260円/日）
※ ただし、基準費用額（居住費）を増額することで、利用者負担第１〜３段階の者については、補⾜給付により利用者負担を増加させない。
※ 外泊時には室料相当額控除は適用しない。

室料相当額控除（令和７年８⽉〜）

基準費用額
（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

⽼健・医療院
（室料を徴収する場合）

697円 （2.1万円）  0円 （0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

⽼健・医療院等
（室料を徴収しない場合）

437円 （1.3万円）  0円 （0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

特養等 915円 （2.8万円）  0円 （0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

（参考）多床室の利用者の居住費に係る基準費用額及び負担限度額（令和７年８月〜）



介護老人保健施設、介護医療院を利用する一部の方（注）の居住費（基準費用額）が、

令和７年８月から、 ２60円（日額）引き上がります。

※ 従来から低所得の方への補助（補足給付）の対象となっている方の負担限度額は変わりません。

！

介護保険施設等に入所する一部の方の居住費が

令和７年８月１日から変わります

（参考）補足給付の対象となる方（令和７年８月～）

※ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業も対象となる場合があります。（事業を実施していない社会福祉法人等もあります。）

第１段階

第2段階

第3段階 ①

第3段階 ②

要件なし

世帯全員が

市町村民税

非課税

1,000万円 （2,000万円） 以下

生活 保護受給 者

世帯 全員が市 町村民税非 課税であ る老齢福 祉年金受 給者

年金収入金額（※）＋合計所得金額80.9万円以下

年金収入金額（※）＋合計所得金額が80.9万円超～120万円以下

年金収入金額（※）＋合計所得金額が120万円超

650万円 （1,650万円） 以下

550万円 （1,550万円） 以下

500万円 （1,500万円） 以下

補足給 付の主な 対象者利用者負担段階 預貯金額（夫婦の場合）
※非課税年金も含む

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室

従
来
型
個
室

特養等

老健・医療院等

多
床
室

特養等

老健・医療院等

老健・医療院（注）

負 担 限 度 額 （ 負 担 い た だ く 日 額 ）

第 １ 段 階

0円

380円

550円

550円

880円

0円

0円

第 ２ 段 階

430円

480円

550円

550円

880円

430円

430円

第 ３ 段 階
① ・ ②

430円

880円

1,370円

1,370円

1,370円

430円

430円

基 準 費 用 額

697円

437円

1,231円

1,728円

1,728円

2,066円

915円

（注）「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設（※）又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入

所者（療養室の床面積が８㎡/人以上に限る。）が対象。
※ 算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度（ただし、令和７年８月から令和９年７月までは令和６年度の実績）において、

「その他型」又は「療養型」として算定した月が７か月以上であること。

補足給付の対象ではない方
ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。

ご自身が居住費の引上げの対象になるかは施設にご確認ください。



○「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」 

 別表 

２ 介護保健施設サービス 

注８ 

介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ⅲ）及び（ⅳ）、 

介護保健施設サービス費（Ⅱ）の介護保健施設サービス費（ⅱ）、 

介護保健施設サービス費（Ⅲ）の介護保健施設サービス費（ⅱ）並びに 

介護保健施設サービス費（Ⅳ）の介護保健施設サービス費（ⅱ）について、 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設については、 

室料相当額控除として、１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

   ⇒多床室に係る報酬が対象。 

 

○「厚生労働大臣が定める施設基準」 

57の２ 介護保健施設における室料相当額控除に係る施設基準 

イ 算定日が属する計画期間（法第 147条第２項第１号に規定する計画期間をい

う。以下同じ。）の前の計画期間（算定日が計画期間の開始後４月以内の日で

ある場合は、前の計画期間の前の計画期間）の最終年度において、 

介護保健施設サービス費（Ⅱ）、 

介護保健施設サービス費（Ⅲ）又は 

介護保健施設サービス費（Ⅳ）を算定した月が、 

介護保健施設サービス費（Ⅰ）を算定した月より多いこと。 

  ⇒「その他型」又は「療養型」である介護老人保健施設が対象。 

ロ 介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以

上であること。 

 

○「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及

び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 ※解釈通知 

(12)室料相当額控除について 

令和７年８月以降、次に掲げる要件に該当する場合、多床室の利用者に係る介護

保健施設サービス費について、室料相当額を控除することとする。 

① 当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が 

８以上であること。 

なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 

② 令和７年８月から令和９年７月までの間は、令和６年度において、 

介護保健施設サービス費（Ⅱ）、 

介護保健施設サービス費（Ⅲ）又は 

介護保健施設サービス費（Ⅳ）を算定した月が、 

介護保健施設サービス費（Ⅰ）を算定した月より多い、 

つまり７か月以上であること。 

【別紙２】



令和９年８月以降は、算定日が属する計画期間の前の計画期間 

（算定日が計画期間の開始後４月以内の日である場合は、前の計画期間の前の計

画期間）の最終年度において、 

介護保健施設サービス費（Ⅱ）、 

介護保健施設サービス費（Ⅲ）又は 

介護保健施設サービス費（Ⅳ）を算定した月が、 

介護保健施設サービス費（Ⅰ）を算定した月より多いこと。 

具体的には、 

令和９年８月から令和12年７月までの間は、令和８年度において、 

介護保健施設サービス費（Ⅱ）、 

介護保健施設サービス費（Ⅲ）又は 

介護保健施設サービス費（Ⅳ）を算定した月が、 

介護保健施設サービス費（Ⅰ）を算定した月より多い、 

つまり７か月以上であること。 



（別紙２）

令和 年 月 日
宛

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ ■ □
□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ ■ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ ■ □
□ □ □

備考1　「受付番号」「事業所所在市町村番号」欄には記載しないでください。
　　2　「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」
　　　「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。
　　3　「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
　　4　「実施事業」欄は、該当する欄に「〇」を記入してください。
　　5　「異動等の区分」欄には、今回届出を行う事業所・施設について該当する数字の横の□を■にしてください。
　　6　「異動項目」欄には、(別紙1，1－2)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目（施設等の区分、

人員配置区分、その他該当する体制等、割引）を記載してください。
　　7　「特記事項」欄には、異動の状況について具体的に記載してください。
　　8　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」について、複数の出張所等を有する場合は、
　　　適宜欄を補正して、全ての出張所等の状況について記載してください。

所在地

名　称

受付番号

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞

長野市長

事業所所在地市町村番号

届
　
出
　
者

フリガナ
名　　称

主たる事務所の所在地
(郵便番号

　(ビルの名称等)
連 絡 先 電話番号 FAX番号

　 群市

法人の種別 法人所轄庁
代表者の職・氏名 職名 氏名

代表者の住所
(郵便番号

　 群市

事
業
所
・
施
設
の
状
況

フリガナ
事業所・施設の名称

主たる事業所・施設の所在地
(郵便番号

　 群市

連 絡 先 電話番号 FAX番号

連 絡 先 電話番号 FAX番号
管理者の氏名

主たる事業所の所在地以外の場所
で一部実施する場合の出張所等の
所在地

(郵便番号
　 群市

管理者の住所
(郵便番号

　 群市

異動（予定）

2変更 3終了

訪問看護
2変更 3終了

通所介護 1新規 2変更 3終了

異動項目
年月日 年月日 (※変更の場合)

指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

訪問介護 1新規

訪問入浴介護 1新規 2変更 3終了

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規

1新規 2変更 3終了

居宅療養管理指導 1新規 2変更 3終了

2変更 3終了

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規 2変更 3終了

短期入所生活介護 1新規

R7.8.1
特定施設入居者生活介護 1新規 2変更 3終了

短期入所療養介護 1新規 2変更 3終了

介護予防訪問入浴介護 1新規 2変更 3終了

福祉用具貸与 1新規 2変更 3終了

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規 2変更 3終了
介護予防訪問看護 1新規 2変更 3終了

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規 2変更 3終了
介護予防居宅療養管理指導 1新規 2変更 3終了

介護予防短期入所療養介護 1新規 2変更 3終了 R7.8.1
介護予防短期入所生活介護 1新規 2変更 3終了

介護予防福祉用具貸与 1新規 2変更 3終了
介護予防特定施設入居者生活介護 1新規 2変更 3終了

介護老人保健施設 1新規 2変更 3終了 R7.8.1
介護老人福祉施設 1新規 2変更 3終了

介護医療院 1新規 2変更 3終了

関係書類 別添のとおり

介護保険事業所番号

医療機関コード等

特
記
事
項

変　更　前 変　更　後

室料相当額控除：非該当

施
設

届
出
を
行
う
事
業
所
・
施
設
の
種
類

同一所在地において行う
事業等の種類

実施
事業

指定（許可） 異動等の区分

【別紙３】
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介護サービス事業所・施設 
管理者／人材育成担当者／介護職員 各位 

介護プロフェッショナルキャリア段位制度実施機関 
一般社団法人シルバーサービス振興会 

 
介護プロフェッショナルキャリア段位制度 

令和７年度アセッサー講習 受講者募集のご案内 
 

一般社団法人シルバーサービス振興会では、介護職員の方々の資質向上並びにキャリア・パス
構築の推進を目的として、介護プロフェッショナルキャリア段位制度（以下、介護キャリア段位）
を実施・運営しています。 

介護キャリア段位制度は、全国共通の評価基準を活用して介護の実践スキルを評価し、介護職
員に対して実践スキルレベルに応じた認定を行う制度であり、客観的に介護の実践スキルを評
価する方がアセッサーとなります。（令和 7 年８月現在 レベル認定者約 9,300 名、アセッサー30,280 名） 

そのアセッサーを養成する「アセッサー講習」について、下記のとおり令和７年度アセッサー
講習開催情報をホームページに掲載しましたのでお知らせいたします。 

本講習はｅラーニング方式で実施いたします。講習期間中は、いつでも、どこからでも、何度
でも受講ができますので、都合のよいタイミングで学習を進めていただけます。 

介護現場でのチームリーダーの方、介護職員の資質向上並びにキャリア・パス構築を目指す方
など、本講習受講にお申込みいただきますようお願いいたします。 

 
１．お申込み受付期間 
 第１期：令和７年８⽉２５⽇（⽉）〜 令和７年 9 ⽉ 30 ⽇（⽕）まで  
 第２期：令和７年８⽉２５⽇（⽉）〜 令和７年 12 ⽉ 1 ⽇（⽉）まで 
 
２．お申込み方法 
 インターネットによるお申込み 

介護キャリア段位制度専用ホームページから 
https://careprofessional.org/careproweb/guidance  

 
３．受講に関わる費用 
 23,650 円（税込） （受講料、講習指定テキスト代を含む）  
 
４．講習内容 及び スケジュール 

 
      
   
   
 

介護キャリア段位 

検索     

 第１期講習 第２期講習 

テキスト学習 令和 7 年 10 月中旬～ 令和 8 年 1 月中旬～ 

ｅラーニング/ト

ライアル評価 

令和 7 年 10 月 21 日（火）～ 

令和７年 12 月 2 日（火） 

令和 8 年 1 月 14 日（火）～ 

令和 8 年 2 月 24 日（火） 

確認テスト 
令和 7 年 12 月 4 日(木)、5 日(金) 

 （いずれか 1 回を受験） 

令和 8 年 2 月 26 日(木)、27 日(金) 

 （いずれか 1 回を受験） 

 

【お問い合わせ先】  

一般社団法人シルバーサービス振興会 キャリア段位事業部  

TEL：03-3862-8061 (平日 10:00-12:00、13:00-18:00) 

【別紙５】
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７保健第 2069 号 

  令和７年 10 月 29 日 

 

関係機関の長 様 

長 野 市 保 健 所 長 

 （健康課難病精神保健担当） 

 

自殺対策支援者研修会開催について（通知） 

 

平素は、本市の保健行政に格別なる御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

この度、長野市自殺対策行動計画に基づき下記のとおり研修会を実施いたします。 

つきましては、相談支援に携わる関係職員の出席について御配意をお願いいたします。 

 

記 

 
１ 日  時  令和７年 12 月４日（木）  

 午後２時 30 分から午後５時まで(質疑応答を含む) 

          

２ 場  所  長野市保健所 ２階会議室ＡＢ（長野市若里六丁目６番１号） 

 

３ 内  容  講演「マインドフルネス 

～支援の現場でそっと活かす“今ここ”の力～」 

        講師 川中島 F メンタルクリニック 院長 福家 知則先生 

 

４ 対 象 者   長野市自殺対策推進ネットワーク会議関係職員及び相談業務に 

        従事している職員等 

 

５ 申 込 み  令和７年 11 月 26 日（水）までに、ながの電子サービスにて申込み 

・申し込み画面では「利用登録をせずに申し込む方はこちら」をクリ

ックし、手続き説明に「同意する」をクリックし、申し込み入力を

お願いします。 

・申し込み後のキャンセルは、担当（下記）まで御連絡をお願いします。 

https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=63458 

 
 

 

連絡先  〒380-0928 長野県長野市若里六丁目６番1号 

長野市保健所健康課 難病精神保健担当 

            宮下・平栗 

    電 話 ０２６－２２６－９９６５ 

    ＦＡＸ ０２６－２２６－９９８２ 

    e-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp 
QR コードからも申し込み画面に 
アクセスできます 

【別紙６】

https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=63458
mailto:h-kenkou@city.nagano.lg.jp


＊公共交通機関を利用する場合 

JR「長野駅」からバスで約 10 分 

「日赤」下車 徒歩 1 分 

長野市保健所 

〒380-0928 長野市若里六丁目 6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 

お車でお越しの方は、長野市保健所北側のカネボウ跡地へお願いします。 
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